
国立大学法人東京農工大学学則の一部改正 

国立大学法人東京農工大学学則を次のとおり改正する。 

現行 改正案 備考 

国立大学法人東京農工大学学則 

平成１６年４月７日

１６経教規則第２号

第１条～第３条 省略 

 

（大学教育センター） 

第４条 本学に、大学教育センターを置く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（産官学連携・知的財産センター） 

第５条 本学に、産官学連携・知的財産センターを置く。 

 （図書館） 

第６条 本学に、図書館を置く。 

 （保健管理センター） 

第７条 本学に、保健管理センターを置く。 

 （学内共同教育研究組織） 

第８条 本学に、次の学内共同教育研究組織を置く。 

一 遺伝子実験施設 

 

 

第１条～第３条 省略（現行どおり） 

 

  （学内施設） 

第４条 本学に、次表に掲げる学内施設を置く。

学内施設名

図書館 

大学教育センター 

産官学連携・知的財産センター 

国際センター 

保健管理センター 

総合情報メディアセンター 

学術研究支援総合センター 

科学博物館 

２ 前項に定めるもののほか、次表のとおり本学に必要な組織及び施設を置く。

組織及び施設の名称

環境管理施設 

放射線研究室 

女性キャリア支援・開発センター 

キャリアパス支援センター 

学生活動支援センター

 

第５条 削除 

 

第６条 削除 

 

第７条 削除 

 

第８条 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



二 機器分析センター 

三 留学生センター 

四 総合情報メディアセンター 

 （附属施設） 

第９条 本学に、次の学部附属の教育施設又は研究施設を置く。 

一 農学部 

広域都市圏フィールドサイエンス教育研究センター 

家畜病院 

硬蛋白質利用研究施設 

二 工学部 

繊維博物館 

ものづくり創造工学センター 

 

第１０条～第８１条 省略 

 

（学部の目的） 

第８２条 本学の目的及び使命に則り、学部は、農学及び工学に関する学術の基

盤及び教養を授け、社会の要請に応える課題探求能力を養うことを目的とす

る。 

 

 

  附則 省略 

 

 

 

 

（附属施設） 

第９条 本学に、次表のとおり学部附属の教育施設又は研究施設を置く。 

学部名 附属施設名

農学部

広域都市圏フィールドサイエンス教育研究センター 

家畜病院 

硬蛋白質利用研究施設

工学部 ものづくり創造工学センター

 

 

 

第１０条～第８１条 省略（現行どおり） 

 

（学部の目的） 

第８２条 本学の目的及び使命に則り、学部は、農学及び工学に関する学術の基

盤及び教養を授け、社会の要請に応える課題探求能力を養うことを目的とす

る。 

２ 各学部に置く学科における教育研究上の目的については、別に定める。 

 

  附則 省略（現行どおり） 

 

  附則（２０教規則第１号） 

 この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

  

 

 

 

 

 

 

 


